
 
 

 

千
葉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
規
約 

  

千
葉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
約
（
昭
和
三
十
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

十
四 

削
除 

 

別
表
第
一
中
「
鋸
南
町 
三
芳
水
道
企
業
団 

長
門
川
水
道
企
業
団
」
を
「
鋸
南
町 

長
門
川
水
道
企
業
団
」
に
、
「
印
西
地
区

消
防
組
合 

九
十
九
里
地
域
水
道
企
業
団 

夷
隅
郡
市
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
を
「
印
西
地
区
消
防
組
合 

夷
隅
郡
市
広
域
市

町
村
圏
事
務
組
合
」
に
、
「
印
西
地
区
環
境
整
備
事
業
組
合 

南
房
総
広
域
水
道
企
業
団 

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」

を
「
印
西
地
区
環
境
整
備
事
業
組
合 

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
項
中
「
鋸
南
町 

三
芳
水
道
企
業
団 

長
門
川
水
道
企
業
団
」
を
「
鋸
南
町 

 

長
門
川
水
道
企
業
団
」
に
、
「
印
西
地
区
消
防
組
合 
九
十
九
里
地
域
水
道
企
業
団 

夷
隅
郡
市
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
を

「
印
西
地
区
消
防
組
合 

夷
隅
郡
市
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
に
、
「
印
西
地
区
環
境
整
備
事
業
組
合 

南
房
総
広
域
水
道
企
業

団
」
を
「
印
西
地
区
環
境
整
備
事
業
組
合
」
に
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
項
中
「
鋸
南
町 

三
芳
水
道
企
業
団 

長
門
川
水
道
企
業
団
」
を
「
鋸
南
町 

長
門
川
水
道
企
業
団
」
に
、
「
印
西
地
区
消
防
組
合 

九
十
九
里
地
域
水
道
企
業
団 

夷
隅

郡
市
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
を
「
印
西
地
区
消
防
組
合 

夷
隅
郡
市
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
」
に
、
「
印
西
地
区
環
境
整
備



事
業
組
合 

南
房
総
広
域
水
道
企
業
団 

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
を
「
印
西
地
区
環
境
整
備
事
業
組
合 

千
葉
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
第
三
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
約
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


